
平成23年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その６ 

平成23年３月７日（月） 

                                           

（午後２時40分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。日程に従い、一般質問を行い

ます。 

 順番５、２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）通告に従いまして一般

質問を行います。 

 まず１項目めは、教育予算と就学援助の充

実をです。昨年の12月議会でも同じ質問を行

いましたが、その続きです。 

 全国的に相対的貧困率は15.7％、国民6.4

人に１人が貧困状態にあり、さらに、ひとり

親の貧困率は54.3％に達しています。橋本市

では平成17年度から21年度の５年間で、小学

校の要保護児童は0.4％から0.5％、中学校の

要保護生徒は0.5％で変化なし、小学校の準要

保護児童は6.9％から10.2％、中学校の準要保

護生徒は8.1％から11.8％となり、経済的支援

を必要とする家庭が増えています。教育長か

ら「子どもたちの人格の完成を目的とした教

育推進には、教育予算の充実が望まれるとこ

ろであり、教育委員会としても同様の思いで

あります。」と答弁をいただきました。そこで

質問を行います。 

 まず１点目、準要保護の基準は、旧橋本市

では生活保護基準の1.3倍、旧高野口町では生

活保護基準の1.1倍でした。これを合併時に低

いほうに合わせた理由、さらに現行の生活保

護基準に下げた理由は何ですか。 

 ２番目、就学援助の対象費目のうち、クラ

ブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費の援助は新

年度からどうなりますか。 

 ３点目、教材消耗品費や生徒派遣費などの

予算について、十分足りているとお考えです

か。 

 ２項目めは、コミュニティバスの充実を。 

 日本共産党橋本市議団は、昨年、市政アン

ケートを行いました。その中で、「高齢者が安

心して住み続けるのに必要なもの」を問うた

ところ、コミュニティバスの充実を求める意

見が多くありました。また、「買い物や通院の

手段がないと住み続けられない。転居を考え

ている。」と北部の団地のあちらこちらから聞

こえてきます。コミュニティバスは住み続け

られるまちづくりに欠かせないと考えます。

市長のモットーは「住んで良かった、橋本市」

ではないのですか。平成21年12月議会で、総

務部長から法定協議会、つまり橋本市地域公

共交通活性化協議会で、「できるだけ利便性を

増すような検討はさせていただく」と答弁を

いただいております。しかし、バスは１台増

えるがコースは現状のままが基本であると聞

いております。 

 １点目、高齢者が安心して住み続けるのに

必要なものは何だとお考えですか。 

 ２点目、なぜ紀見北中学校区がコミュニテ

ィバスのコースから外されるのか、明確な答

弁を求めます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（松田良夫君）登壇〕 

○教育長（松田良夫君）就学援助について、

合併時に準要保護の基準を低いほうに合わせ

た理由、さらに、現行の生活保護基準に下げ

た理由についてお答えします。 

 平成18年３月の合併時に低いほうに合わせ

たというご指摘ですが、明確に示された国の

生活保護認定基準に準要保護の認定基準を合
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わせたというのが理由です。このことを明確

化・明文化し、「橋本市要保護及び準要保護児

童生徒就学援助費交付要綱」を策定いたしま

した。その際、経過措置として、平成18年度

については認定基準変更の周知徹底を図るた

めの準備期間とし、平成17年度と同様の認定

基準で運用したのがその経緯ですので、ご理

解をお願いいたします。 

 次に、新年度からクラブ活動費、生徒会費、

ＰＴＡ会費の援助についてお答えします。平

成22年12月議会において、小・中学校の現状

の調査を行うとともに、校長会と協議を持ち

方向性を出していく旨、答弁させていただき

ました。ＰＴＡ会費、生徒会費については、

各ＰＴＡ及び各学校において額や減免措置が

決められており、差があるのが現状ですが、

各ＰＴＡ及び各学校において必要な経費と考

えられます。そこで、この２項目については、

現８項目に追加し補助していきたいと考え、

平成23年度当初予算に計上させていただいて

います。クラブ活動については、児童生徒そ

れぞれが選択して活動すること、必要になる

経費は選択したクラブにより経費の内容や額

に大きな差が出てくることなど、児童生徒一

人ひとり変わるだけでなく、補助対象内容認

定の難しさを持っていることから、見送るこ

とといたしましたのでご理解をお願いします。 

 次に、教材消耗品費と生徒派遣費の予算に

ついて、平成21年度の実績でお答えします。 

 教材消耗品費については、小学校全体で242

万2,000円、中学校全体で125万4,000円となっ

ています。各年度により多少の違いがありま

すが、この全体額を概ね均等割45％、学級数

割35％と児童生徒数割20％で案分し、各学校

に配当しています。小学校、中学校別に一番

多い学校と少ない学校の配当金額をお示しし

ますと、小学校で一番多い学校は26万1,000

円、少ない学校は10万1,000円です。中学校で

は一番多い学校は21万3,000円、少ない学校は

14万3,000円です。 

 生徒派遣費については、伊都郡内の大会分

として64万円、県大会以上の分として304万

3,000円となっています。伊都郡内の大会分に

ついては、各学校から想定される移動区間に

係る運賃と生徒数から割り出し、その予算の

３分の２を支給しています。一番多い学校は

13万5,000円、一番少ない学校は５万3,000円

です。県大会以上分については、成績により

異なってきますが、必要経費の３分の２を配

当しています。 

 また、生徒派遣費ではありませんが、学校

行事やクラブ活動のために活用する報奨金を

配当しています。小学校報奨金で105万2,624

円、中学校報奨金で160万3,000円となってい

ます。この額を、小学校では均等割45％、児

童数割35％、学級数割20％で案分、中学校で

は均等割15％、生徒数割75％、学級数割10％

で案分し、各学校に配当しています。小学校

で一番多い学校は11万4,000円、少ない学校は

４万6,000円、中学校で一番多い学校は22万

4,000円、少ない学校は９万8,000円です。 

 この額で足りていますかとのおただしでは

ありますが、本市の予算編成が枠配分方式と

なって、総枠が決められた予算の中にあって

一定の額は維持しており、限られた予算を子

どもたちのためにいかに有効に使っていくか、

教育委員会と学校長をはじめ教職員とで知恵

を絞っていくべきであると考えていますので、

ご理解をお願いします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

〔総務部長（中山哲次君）登壇〕 

○総務部長（中山哲次君）次に、コミュニテ

ィバスの充実についてのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 最初に、「高齢者が安心して住み続けるのに

必要なものは何だとお考えですか。」とのご質
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問ですが、現代の高齢化社会において、本市

においても高齢化率が上がり、平成23年１月

末の高齢化率は23.62％となっており、65歳以

上の高齢者は約１万6,000人となります。また、

平成21年３月に策定した「橋本市高齢者保健

福祉計画及び介護保険事業計画」の基本目標

には、高齢者が地域社会で安心して暮らせる

ように、保健・介護・医療・福祉等の各支援

体制の連携を図ること、また、地域のさまざ

まな社会資源を活用し、地域で互いに助け合

い、支え合うことも必要であると定めており、

この社会資源の中には、コミュニティバスを

はじめとする公共交通もあると考えています。 

○２番（阪本久代君）１番の教育予算と就学

援助の充実から再質問を行っていきます。 

 昨年の12月議会でも言ったんですけれども、

今、貧困の連鎖といいますか、かなり格差が

広がっている社会の中で、子どもたちが本当

に夢を持って中学校を卒業していけるように

ということで、やはりいろいろな、貧困によ

る進学に不安があったりとかということのな

いようにということで、教育予算の充実と、

また就学援助もできるだけたくさんというこ

とで質問しているんですけれども、その中で、

先ほど１番の準要保護の基準なんですけれど

も、国の基準に合わせたという答弁だったん

ですが、それで言えば、合併前には旧橋本市

では、国の基準ではなくて、もう少し緩やか

な中でたくさんの子どもたちに援助していこ

うという考えがあったのかなと思うんですけ

れども、今本当に古佐田丘中学校もできて、

できるだけいい学校というか、後々の就職に

有利になるようにということで、かなり学習

熱と言いますか、進学熱というのが上がって

きていると思うんです。そういう中で、家が

貧しいために塾にも、塾に行かなくても勉強

はできるんですけれども、余裕もないし、親

のほうもひとり親家庭とかで、子どもになか

なか手をかけられないというような中で、子

どもたちが本当に健やかに、夢を持って成長

できるように考えたとき、ただただ単に国の

基準に合わせただけでいいとお考えなのか、

もう一度答弁お願いします。 

 次に、紀見北中学校区がコミュニティバス

のコースから外れている理由についてのご質

問ですが、平成17年度において、本市のコミ

ュニティバスの運行を開始した当時、ルート

決定について橋本市コミュニティバス検討委

員会を立ち上げ、ルートや停留所について決

定されました。 

 コミュニティバスの基本的なルートは、バ

ス路線の廃止等により交通過疎となった地域

を運行し、既に鉄道や路線バスが充実してい

る地域についてはルートから外れています。

紀見北中学校区の三石台、紀見ヶ丘、光陽台

などの新興住宅地については、路線バスの運

行や鉄道駅に近い立地条件となっています。 

 コミュニティバスのルートを検討する場合

には、路線バスやタクシー事業者と競合する

ことのないよう、全市的な交通体系のもとで

ルートを決めることが必要であります。した

がいまして、現時点では三石台、紀見ヶ丘、

光陽台地区へのコミュニティバスの運行は困

難であると考えますので、ご理解のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）先ほど答弁でもお答

えしましたように、１の基準に合わせたとい

うことは、要するに国の基準に合わせたとい

うほかにも、非受給者との公平性の確保とか、

さまざまな要因があって１に合わせたという

経緯があったのかなと、私自身理解、そうい

う認識でおります。本当に阪本議員ご指摘の

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ２番 阪本君。 
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ように、貧困の連鎖というのを断ち切るとい

うか、それはまさに教育に課せられた大きな

課題であるという、そういう認識は持ってお

ります。12月議会終わった後も校長会等々で、

間もなく子どもたち進級、あるいは卒業して

いくわけですけども、特に休みがちな子ども、

あるいは学力的に不振な子、その子どもたち

がもう一度自分自身を見つめ直して、新たな

立場に立って進級あるいは進学できるような、

そういう対応を各学校でお考えいただきたい、

そういうことも校長会で申し述べておきまし

た。本当に貧困の中で将来生き抜く子どもの

ためには、学力・体力・意欲、これをきっち

りつけていくことが学校に課せられた大きな

課題だと思っております。いわゆる１にした

とは別に、この大きな課題はしっかり学校教

育の枠組みで受けとめていきたい、そういう

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）本当は1.3倍まで戻して

もらいたいんですけれども、少なくとも認定

基準の中に、前にもらった資料で８番という

のがありまして、「その他、特別の事情により

著しく生活が困窮している方で、教育委員会

が援助を必要と認めた場合」という項目があ

るんです。この中には、例えばクラスの担任

の先生とかが子どもたちを見ていて、申請は

ないけれども実際に困っているんではないか

なというふうなところが見受けられるような

家庭というか、子どもさんもあるんではない

かなと思うんですけれども、そういう場合に、

いろいろ確かに基準は必要ですけれども、そ

この家庭の実情に合わせて援助をしてもらえ

ないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）今、阪本議員がお

っしゃったような、実際に学校現場のほうで

そういった事情を聞かせてもらっております。

そういったことにつきましては、教育委員会

のほうに連絡もいただいて、そしてご本人も

見えられて、そういった実情の話を聞かせて

もらう中で、申しわけないんですが先ほどの

基準にのっとって、照らし合わせて、そうい

ったところを勘案しての1.0以下となった場

合につきましては、そういった準要保護の適

用をさせていただいているのが現状でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）なかなか厳しいですね。

できるだけ本当にたくさんの子どもたちに援

助をお願いしたいと思います。 

 ２番に移ります。クラブ活動費については、

いろいろ認定も難しいので、23年度からは外

しましたということなんですけれども、確か

にいろいろな運動クラブの場合でも、道具と

かたくさん要りますので、自分のものがほし

いということもあるかとは思うんですけれど

も、できるだけ本当にやりたいクラブに進め

るように、いろいろな方法というか、共同で

使えるようなものを置くとか、いろいろな方

法でしてもらいたいなということだけ要望い

たします。 

 ３番目に移ります。先ほど、基準とかいろ

いろ言っていただいたんですが、中学校の生

徒派遣費はいろんな基準で確かに出されてる

んですが、それ以外でも報奨金というのがあ

って、その中で、例えば小学校で言えば水泳

大会であるとか、音楽祭であるとか、そのと

きの移動の、例えばバスをチャーターしたと

きの費用に使ったりとか、また、運動会とか

の記念品に使ったりということを聞いている

んですけれども、それを考えたときに学校の

規模にもよるんですけども、小学校で言えば、

１校当たり少ないところで４万6,000円、多い
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ところで11万4,000円。本当にこれで十分と言

えるのかなと疑問を感じるんですけれども、

本音のところは、もうちょっと増やせればな

とかということはないでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）本当に学校というの

は、お金があったら何ぼでも子どもためにい

ろんなものを買うてあげて、例えば運動会の

演技一つにしても、手袋はめさせたいなとか、

ここでバンダナ巻いたらもっと格好ええのに

なとか、そんな願い、いっぱい先生から出て

きます。そんな中で、限られた予算の中で、

そしたら手袋も軍手にしとこうかとか、そん

な工夫しながら、この限られた予算で運用し

ているのというのが現実です。ただ、本当に

子どもたちのこれからの将来を考えたときに、

やっぱり物を大事にしていくとか、環境をし

っかり見つめていくとか、そんな根っことい

うのは、始末しながら皆で共同で使いながら

物を大切にしていく、そんな道徳性というか、

そんなものを培う必要もあると思うんですけ

れども、これは、あまり予算を十分確保でき

ないというところの甘えかもしれませんけど、

そういうところの教育内容等加味しながら、

少ない予算を、限られたお金を、皆で上手に

使うていく、そんな工夫も学校で子どもとと

もにやっていく大事な教育の中身になるんか

なと、そんな願いを込めながら校長先生方に

少ない、限られた予算の中で運用をよろしく

お願いしますということをお願いしているの

が現状です。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今のは報奨金だったん

ですけども、教材消耗品費のほうも、先ほど

小学校で一番少ないところで10万1,000円、多

いところで26万1,000円で、この中には学校か

ら各家庭へのお知らせであるとか、そういう

ときのコピー用紙といいますか、紙ですね、

そういう紙類も入っているんではないかなと

思うんです。そういうものだとか、あと今、

パソコンとかいろいろ授業でも使われると思

うんですけれども、そのときの、例えばカラ

ーで印刷するときのインク代とかも入ってい

るんではないかなと思うんですけれども、す

ごい細かい話なんですけれども、そういうも

のも含めた１校当たり少ないところで10万円

とか、中学校でも14万円とかという金額で、

こういう物も大切にしながら、確かに大切に

もしながら使っていくにしても、これは１年

間ですのでね。やっぱりかなり制限があると

思うんです。使っていくのにしても。一つ目

は、今言ったプリントの紙とかパソコンのイ

ンク代とかで、その解釈で間違いがないのか

どうか質問いたします。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）教材消耗とは別に一

般消耗という形で各学校に23万円、これは先

生方がコピーしたりとか、あるいは家庭用に

プリントを配布したりとか、そういうザラ紙

代とか、そんな形で１校当たり、教材消耗と

いうのは基本的に子どもが学習上使うという

消耗ですので、あと事務的な、先生方が使う

消耗については一般消耗という形で、その金

額、各学校へ配分しているところです。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）そしたらインク代は教

材消耗に入るということですね。そしたら、

それ以外に、例えば机とかいすとかが壊れた

ときも教材消耗に入るので間違いないですか。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）今おただしの教育

用パソコンの消耗品等は教材消耗品です。そ

れから、机、いすの修繕等につきましては修

繕費で対応するということです。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 
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○２番（阪本久代君）すごく細かくて申しわ

けないんですけど、予算書を見ていてもよく

わからなかったんです。済みません。何が言

いたいのかといいましたら、いろいろなこの

教材にしても一般消耗品にしても、確かに大

事にしながら枠の中では一定は維持している

ということなんですけれども、一般的に、普

通に見てみたときには、１校当たりの金額っ

て本当に少な過ぎるんではないかなと思うん

です。これは教育委員会に言ってもなかなか

難しいことではあると思うんですけれども、

やっぱりいろいろな積み重ねで予算というの

は決まっていくと思いますので、財政のほう

にお願いをしたいんですけれども、できるだ

け教材についても、一般消耗品についても、

この報奨金についても、もう少し枠を広げて

もらえないかなと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）予算につきまして

は、教育委員会のみならず全課にわたりまし

て、予算はできるだけつけていただきたいと

いうのが本音だと思います。しかしながら、

やっぱり一般財源には限度がございます。例

えば一般家庭になぞらえまして、例えば御主

人の給料が横ばいもしくは下がっておる中で、

服も買いたい、かばんもほしい、それから肉

も食べたい、たまにはすし職人の握ったすし

でも食べたいというようなこともあろうかと

思うんですけど、家計が厳しい中では、やっ

ぱり回転ずしで辛抱してもらったりとかとい

うような、そういう工夫がやっぱり必要かと。 

 これは一般家庭ですけども、市の財政でも

同じことだと思いますので、特に教育関係に

つきましては、小・中学校の耐震、それから、

橋本小学校、（仮称）あやの台小学校の新築改

修とか、非常に大きな事業を計画してござい

ますので、やっぱり子どもの命を守るという

のが最優先で取り組みたいという考え方でお

りますので、当面はやっぱりハード事業中心

な財源配分ということになってこようかと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）ハード事業も確かに大

事なんですけれども、子どもたちを育てるに

はソフトも大事ですので、ソフト事業のほう

も削らずによろしくお願いいたします。 

 ２番に移ります。コミュニティバスなんで

すが、先ほど壇上でアンケートを実施しまし

たという話をしました。その中で、たくさん

回答は返ってきたんですけれども、高齢者が

安心して住み続けるのに必要なものと問うた

中で、半分ぐらいがコミュニティバスに限ら

ず移動の手段の充実でした。その中で、コミ

ュニティバスを増便してほしいであるとか、

もっと広域に走らせてほしいというのもたく

さんあったんですけれども、少し紹介をさせ

ていただきます。 

 まず、高齢者にとって日常生活での交通の

便が悪いのが一番困る。車に乗れる人はよい

が、乗れない老人だけの家庭は生活しにくい。

自動車がないと生活できなさ過ぎる。将来的

にここに住むのを躊躇しています。三石台は

なぜコミュニティバスがだめなのか。病院へ

片道270円のバス代。せめて紀見北公民館あた

りの道を走ってくださればと思います。主人

が車に乗れないのも目の前で、どうしようか

と先は心配ばかりです。新興住宅に大阪より

転入して20年、転入当時は若かった方々も高

齢者社会の仲間入り。最近は交通の便利なと

ころへと転出される方が多くいらっしゃるこ

とから、もっと交通機関を考えないと人口減

少につながっていくと思う。こういう声がた

くさんあります。 

 先ほど社会資源を大事に支える中にはバス

とかも含まれるとおっしゃいましたけれども、
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やっぱり住み続けるのには、買い物に行った

り、お医者さんに行ったり、そのための手段

というのがどうしても欠かせないというふう

に考えます。その点でも、やっぱり公共交通

網の充実といいますか、そのことは市内どこ

でも望まれていることだと思いますし、実際

に光陽台でも、80代のご夫婦がオークワまで

ずっと歩いて買い物に行かれてたんですけど、

とうとう子どもさんのところに転居されると

いうか、自分で歩けなくなる前に市外に転出

されるという家庭も出てきています。住宅政

策で、住宅を建てているのは民間ですけれど

も、橋本市は新しい団地をつくって、そこに

どんどん転入してきてもらって、人口も増や

してきたし、税収も増やしてきたわけですの

で、やっぱり呼んできたからには最後まで住

み続けられるまちづくりというのは欠かせな

いと思いますし、これからまだあやの台とか

紀ノ光台とかもありますけれども、呼ぶから

には最後までという、その姿勢がなかったら、

ますます転出していくだけではないかなとい

うふうにも思いますので、公共交通網の充実

は欠かせないというふうに思うんですが、そ

の点についてはいかがでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）市民アンケートに

つきましては、新聞の折り込み等もありまし

て、私も読ませてはいただいております。 

 確かに、今議員ご質問の、住民の方々から

のご意見というのは、それは当然、そういう

ご意見もあって不思議ではないかなというふ

うには思っておりますが、一点だけご確認と

いいますか、よろしくお願いしたいのは、先

ほども私、答弁させていただきましたけれど

も、コミュニティバスのルートなり便数なり

を検討する場合には、やはり市内にも路線バ

スやらタクシー事業者がおられますので、競

合することは避けたいと。そして、地域地域

では個別の事情はあるかと思うんですけれど

も、やはり橋本市全市的な体系を見定める必

要があるのではないかというふうに私どもは

考えております。 

 ですから、当然、家の軒先に、玄関の前に

停留所があれば、これは一番理想かとは思い

ますけれども、やはりこれは当然物理的にも

無理な話でございますので、市といたしまし

て、このコミュニティバスにつきましては、

公共交通の空白地帯を埋めていくという大前

提がございますので、その点よろしくご理解

のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）先ほどはコミュニティ

バスを導入されるときの、コミュニティバス

の検討委員会でのどういう議論だったのかと

いう、済みません、２番ではなく１番で再質

問をしたんです。だから、高齢者が安心して

住み続けるのに必要なもの、一つとして社会

資源でコミュニティバスも含まれるというふ

うに最初答弁をされたんですけれども、全市

的な公共交通網の充実、これはもう欠かせな

いという認識でおられると、それはもう間違

いないですか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）公共交通の充実、

充足というのは非常に大事なことかと、それ

は認識はしております。ただ、それは繰り返

しのご答弁になるかもしれませんけれども、

コミュニティバスが100％ありきではないと

いうふうに私ども考えておりますので、確か

に、今後高齢化社会が進んでいくということ

で、橋本市でも今現在、約１万6,000人の高齢

者の方がおられると。今後も高齢者の方は増

えていくであろうということの中では、そう

いった公共事業者、バス会社、タクシー会社

も含めて、すべての公共交通の全体的な検討

は必要であるというふうには考えております。 
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○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）平成21年の12月議会で

質問したときに、そのときは橋本市地域公共

交通活性化協議会がこれから開かれる前に質

問をいたしました。そのときの答弁は、その

協議会の中で議論していきますということが

中心だったんですけれども、それでお尋ねい

たしますけれども、橋本市地域公共交通活性

化協議会の目的というのは、地域における需

要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客

輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、

地域の実情に即した輸送サービスの実現に必

要となる事項を協議すると。地域公共交通総

合連携計画の作成に関する協議及び連携計画

の実施に係る連絡調整を行う、ということで、

バス会社の関係者やタクシーの関係者もこの

協議会の中に入られておられます。 

 先ほど、既にある公共交通との競合は避け

なければならないといいますか、そのことは

おっしゃったんですけども、そのことと交通

空白地域ということとは、要するに同じこと

だと思うんですが、そもそもこの活性化協議

会では、地域の実情に即したということで、

市全体を見回して、今あるものだけではなく

て、どうすれば市全体を覆えるかというか、

カバーしていけるのかということを協議する

ところであるというふうに理解をしていたん

ですけれども、そうではなかったんですか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）この地域公共交通

活性化協議会、議員ご指摘のとおり前回の私

の答弁後に、平成22年２月26日に第１回の会

議を開催させていただいております。そして、

もう既に５回を開催を終わっております。そ

ういうことで、その内容につきましては、市

のホームページ等でも情報公開させていただ

いておるところでございますけれども、当然

その中では、議員ご指摘のとおり、各区長連

合会から始まりまして、各種団体の方々、バ

ス会社、タクシー会社、国土交通省等々たく

さんの関係機関、団体の方から委員に出席し

ていただいております。住民の代表の方々か

らも出席をしていただいております。その中

では、今後、今議員ご指摘のように、市全体

を眺めた中で空白地域をどうすればカバーで

きるかということについては、議論はさせて

いただきました。これにつきましては、今後、

平成23年度に向けまして、具体的に実現でき

る方向で、その協議会での内容を踏まえまし

て検討していきたいと。実施に向けて努力し

ていきたいということでございます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）第４回までしかホーム

ページには載っていないので、第４回までの

分しか読んでいないんです。その中では、そ

れを読んだ限りでは、市全体を見渡してどう

していくのかという議論は載ってなかったん

ですよ。それ以後はされたのかもしれません

けれども。 

 それと、第４回までを読んだ中では、コミ

ュニティバスも含め、いろいろなバスの停留

所、鉄道の駅から、ほとんどのところが半径

500ｍ内に入っているという、そういうふうな

調査結果がありましたけれども、しかし、実

際、その議事録の中にもありましたけど、平

面では確かに500ｍとかかもしれないけれど

も、実際に歩いてみたら坂は多いし、階段は

あるしということで、実際の道の実情と、ほ

とんどが駅から近いんですという結果とは、

実感から言えばかけ離れていると思うんです。

実際には。 

 そのことで言えば、北の地域は確かにりん

かんバスが走っていますし、南海高野線も走

っているんですけれども、例えば光陽台です

れば、高齢の方にしてみれば、紀伊見荘の前

の坂道がとてもきつくて、駅まで歩いていく
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気にならないというのが実情なんです。紀見

峠の駅まで。もう一つ、小学校の下に紀見ヶ

丘のバス停があるんですけれども、これはこ

れで陸橋がありまして、なかなかこの陸橋が

しんどいというのが実情ですし、あと紀見ヶ

丘の三丁目の方からすれば、バス停は確かに

あるんですけど、ものすごい階段があるんで

す。ご存じでしょうか。数えてみたら77段あ

るんです。だから、のぼりおりしないと、ぐ

るっとものすごい遠回りしないとバス停まで

行けないというのが実情なんです。 

 私の身近で言えばそういうことなんですけ

ども、そのほかにもいろいろなところはある

と思うんです。地図上と実際と違うというと

ころはね。協議会の中では、そのことも議論

されたんでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、議論はされ

ました。しました。ちょっと細かな答弁なん

ですけれども、委員長自身も自ら橋本市内を

駅から歩いて会議の会場までお見えになった

と。実感、体感されて、その意見もありまし

た。住民の代表の方々からのそういう意見も

ございました。確かに、半径500ｍ、300ｍと

いうことで、例えばですが、大阪方面の平た

ん部と橋本市のような山間部、地形的なアッ

プダウンのあるところの300ｍ、500ｍとは確

かに違うということも認識はしてございます。 

 私自身も恐れながらといいますか、よく駅

から家まで歩いてみたり、市役所の近くであ

れば、ほかの公共施設へ歩くこともしており

ます。正直、これは仕事ですから当然なんで

すけれども、そうした中で、今議員ご意見い

ただきましたが、やはり個々に大変ご苦労さ

れておる。坂がきついとか階段が多いとか、

そういう方々は現実には確かにそれはあるか

と思います。それは私も体感もしております

し、ですから、若い方が歩くのと高齢者、70

歳、80歳の方が歩くのとも、これもまた違う

であろうと。それも私は担当としましてわか

っております。 

 ただ、それをすべて、橋本市のそういう部

分を解消すればいいじゃないか、できればい

いじゃないかと、それは確かに行政としても

そういう対応もしていきたいところはあるん

ですけれども、やはり先ほどご答弁させてい

ただきましたように、現実的には、物理的に

は非常に難しい困難な計画であるというふう

に私は考えております。そういった中で、今

後も含めまして地域公共交通活性化協議会で

のいただいた意見も踏まえまして、橋本市の、

その中の位置付けであるコミュニティバスの

検討というものについては、今後の乗客数な

り、それから利用される方々の年齢層等々踏

まえまして検討させていただくということで、

ご答弁にかえさせていただきます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）これからも議論すると

いうことなんですけれども、高齢者の方、ま

だまだこれからも増えていかれると思うし、

いろいろなところで条件が大分変わってきて

ると思うんです。だから、そういうことも加

味していただきたいと思います。 

 それと、昨年の12月25日に橋本市の公共交

通に関する市民懇談会が開かれました。光陽

台からもたくさん行かれたんですけれども、

そのときにいろいろな実情も出されましたし、

あのときに会長さんも紀見峠を１回歩いてみ

ますというふうな答弁も、というかお話もさ

れてたんですが、せっかく開かれた懇談会、

この中で出てきた意見というのは、橋本市地

域公共交通総合連携計画に反映されているの

かどうか、お答えお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）懇談会の内容につ

いては、すべて報告をさせていただいており
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ます。ただ、今ご質問のすべて反映していた

だけるのかということについては、明確なご

答弁は、私のほうはちょっと厳しいところで

ございます。ただ、そういう意見をいただい

たということについては、29名の委員さんの

協議会の中でも諮られておりますので、先ほ

どからもご答弁させていただいておりますと

おり、より利用しやすいコミュニティバスの

取り組みに向けて、これからも進めてまいり

たいと思っております。 

 それから、ちなみに、前に私ども答弁した

関係もあるんですが、今現在、市全体でコミ

ュニティバスは毎年少しずつではありますけ

れども、利用者は増えております。ただ、市

の持ち出しにつきましても、比例して少しず

つ持ち出し、一般財源ベースも増えておると

いう状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）もう一つ、競合問題で

すね。例えば橋本駅にコミュニティバスが入

らないとか、北の地域にも入らない、まあ言

うたら南海りんかんバスと競合するという問

題。さっきもトンネル越えたらという話はあ

ったんですけども、河内長野市のほうに実際

にコミュニティバスに乗りに行って来たんで

す。河内長野市は、同じようにこの協議会を

立ち上げられてまして、そもそもの考え方が

かなり違うんですよね。公共交通不便地域と

いうのが、河内長野市では、駅・バス停の両

方から500ｍ以上離れている住宅地域が公共

交通不便地域と。公共交通空白地域というの

が、駅から１㎞、バス停から500ｍ以内で、か

つ平日に８便以上の公共交通の運行本数があ

るエリア以外が公共交通空白地域というふう

に定められているんです。コミュニティバス、

美加の台駅から病院まで走ってるんですけど、

実際に美加の台の駅のロータリーにも入って

ますし、三日市町駅のロータリーにも入って

るんです。１日片道８便、帰りも８便という

ふうに、だいたい１時間１本ありまして、バ

スに乗ってびっくりしたのが、河内長野市は

南海バスなんですけど、南海バスがどんどん

走っている同じ道をコミュニティバスが走っ

てるんです。バス停も同じなんです。橋本市

では競合したらだめというのに、河内長野市

では競合なんてもう普通という、そんな感じ

になってたんです。 

 それと、公共交通不便地域の解消というこ

とで、試験試行されてるんですけども、三日

市町駅から西側にある団地に、三日市町駅か

ら20分のコースで乗り合いタクシーの試験運

行もされてるんです。試験運行やから、それ

はもう終わってるんですけど、それが１日16

便、タクシーを使って試験運行してるんです

ね。だから、同じコミュニティバスとか協議

会を立ち上げての試行にしても、なぜこんな

に違うのかなと、本当にびっくりしたんです。 

 河内長野市の担当者の方にも電話して聞い

たんですけれども、このコミュニティバスも

運行主体が南海バスで、まあ言うたら路線バ

スと同じなので、導入のときの協定で何の問

題もなかったと。コミュニティバスについて

は、赤字分を河内長野市が持つということで

協定しているそうなんです。南海バスと南海

りんかんバスで何でこんなに違うんだろうと。

そもそも橋本市のほうが遠慮し過ぎではない

かなと思うんですけど、その辺はいかがでし

ょうか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）ご答弁させていた

だきます。今、質問いただきました河内長野

市のコミュニティバスの状況は、私、詳しく

はちょっとまだ勉強しておりませんという中

でのご答弁をさせていただきます。 

 確かに、仮にと言いますか、河内長野市が
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そうであるかもしれませんけれども、人口密

度なり人口なり、バスを利用される方々とい

うのが、橋本市と河内長野市と同じなのかと

いうことは私は疑問に持つところでございま

す。確かに、私もよく通勤途上、昼間でも仕

事で市内は走ります。たまに休みの日は河内

長野方面に行きます。これも私の職業病かわ

かりませんけれども、バスが走って来たら無

意識にバスの中をのぞいております。橋本市

内も同じです。ほとんど橋本市内でりんかん

バスと出会うときには、時間帯もあるので一

概に言えないと思うんですけれども、ほとん

ど乗っておられない。で、河内長野市、三日

市のほうへ行きますと、次から次とバスが２

台、３台とつながってくる、団地のほうへ入

ってくるバスもあります。ほとんどの方が、

満席とは言わないにしても、たくさんの方が

乗られておるというのは、朝から晩まで見て

いるわけでございませんので、強調できませ

んけども、やはりそういった個人の、仮に南

海バスにしましても、やはり赤字がどの程度

あるのかないのか、橋本市のりんかんバスと

河内長野市の南海バスというか、そこらもや

はり条件が違うと思いますので、一概に比較

するのもどうかなと。橋本市は橋本市の事業

者とも話し合いをしながら、今後、決して遠

慮するわけではございません。りんかんバス

にしろ、タクシー会社にしろ、市内の方で従

業員、社員としてお勤めの方もおられますし、

やはり全体を眺めた中で、今後もコミュニテ

ィバスの検討を進めていきたいと。同じ走る

んであれば、やはり使い勝手の良いようには

していきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）済みません、ついでに、

さっき乗り合いタクシーを試行運転されたと

いうことも言ったんですけど、タクシー会社

が２軒あって、そのうちの１軒に委託して試

験運行したということなんですが、タクシー

は朝とか夕方とかたくさん利用されるので、

その利用されない時間帯にコースをつくって

試行運転したというふうに言われてました。

そういうふうな工夫というのは、橋本市でも

できると思うんです。コミュニティバスだけ

にはこだわりませんけれども、いろいろな形

で本当に空白地域がなくなるように、市民の

立場に立って、競合、競合と言わずに、取り

組んでいっていただきたいというふうに思い

ます。 

 終わります。 

○議長（中西峰雄君）これをもって２番 阪

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、３時50分まで休憩いたします。 

（午後３時38分 休憩） 
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